
 
 

 

一 

 
 

 

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
十
年
を
」
を
「
二
十
年
を
」
に
、
「
十
年
経
過
日
」
を
「
二
十
年
経
過
日
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
十
六
年
」
を
「
二
十
六
年
」
に
、
「
十
五
年
」
を
「
二
十
五
年
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
九
条
第
五
項
中
「
十
六
年
」
を
「
二
十
六
年
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
十
年
経
過
日
」
の
下
に
「
（
施
行
日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

を
加
え
、
「
次
の
」
を
「
死
亡
労
働
者
等
が
十
年
経
過
日
か
ら
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第 
 

 

号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
の
前
日
の
五
年
前
の
日
ま

で
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
死
亡
の
時
か
ら
令
和
四
年
改
正
法
の
施
行
の
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
死
亡

労
働
者
等
が
令
和
四
年
改
正
法
の
施
行
の
日
の
五
年
前
の
日
か
ら
二
十
年
経
過
日
の
前
日
ま
で
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
死
亡
の
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
次
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
二
条
第
一
号
中
「
特
別
遺
族
年
金
」
を
「
死
亡
労
働
者
等
が
十
年
経
過
日
か
ら
令
和
四
年
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前

日
の
五
年
前
の
日
ま
で
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
令
和
四
年
改
正
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
、
死
亡
労
働
者
等



 

 
 

 

二 

が
令
和
四
年
改
正
法
の
施
行
の
日
の
五
年
前
の
日
か
ら
二
十
年
経
過
日
の
前
日
ま
で
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
死
亡
の
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
、
特
別
遺
族
年
金
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
の
五
年
前
の
日
ま
で
に
死
亡
し
た
こ
の
法
律
に

よ
る
改
正
後
の
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

死
亡
労
働
者
等
に
係
る
新
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
の
請
求
に
関
す
る
新
法
第
六
十
四
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
支
給
の
請
求
を
し
た
日
の
属
す
る
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
死
亡
労
働
者
等
の
死
亡

の
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
月
」
と
す
る
。 

 

（
見
直
し
） 

第
三
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い



 
 

 

三 

て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 





 
 

 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
た
者
及
び
そ
の
遺
族
に
対
す
る
救
済
の
充
実
を
図
る
た
め
、
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
及
び
特
別

遺
族
給
付
金
の
請
求
期
限
の
延
長
並
び
に
特
別
遺
族
給
付
金
の
対
象
者
に
係
る
死
亡
時
期
の
延
長
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 





 
 

 

七 

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
平
年
度
約
六
千
二
百
四
十
万
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


